
1、２年生就学支援金受給の保護者の皆様へ

校長 渡 久 平 元 一

手続方法

手続期間

留意事項

沖 縄 県 立 開 邦 高等 学校

令 和 6 年 6 月 25 日

　高等学校等就学支援金（授業料支援）制度は、受給資格認定後、毎年７月頃に保護者（親権者）等の収

入状況の届出を行い、７月から翌年６月分までの支給について審査を受ける必要があります。

　つきましては、下記のとおり手続きをお願いします。

就学支援金第Ⅱ期（Ｒ６年7月～Ｒ７年6月）分審査に係る手続きについて

★まずは裏面「Ｒ6年度就学支援金第Ⅱ期の案内フロー図」をご覧ください★

　フロー図確認後、オンライン手続き対象者は下記を参照して手続きを行ってください。

【参照】

◆別紙チラシ「高等学校等就学支援金オンライン申請の案内」

◆開邦高校HP掲載「高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shien申請者向け

利用マニュアル③継続届出編」

◆開邦高校ＨＰ掲載「高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shien申請者向け

利用マニュアル④変更手続編」

R６年7月１日(月)～R６年7月１９日(金)

◆就学支援金の収入状況審査は教育支援課にて行います。認定されなかった場合、授業料
を７月分から遡って納めなければなりません。
◆税未申告の場合、課税額の確認ができません。令和5年分収入の確定申告を至急行って
ください。

（ 公 印 省 略 ）

【問合せ先】
開邦高等学校 事務室 池田・崎原
ＴＥＬ： 098-889-1715

（9：00～17：00）



1、２年生 就学支援金受給者向け

Ｒ６年度就学支援金第Ⅱ期の案内 開邦高等学校

ｚ

※ ログインＩＤとパスワードは新入生オリエンテーションで配付済です。

※ e-Shienへのログイン方法は別紙カラーチラシに記載されています。

Ｑ１
就学支援金オンライン申請での収入状況提出方法はどれですか？
ア．R５年度課税証明書を紙で提出した。
イ．保護者全員がマイナポータルを利用した。
ウ．保護者のうち１名はマイナポータルを利用し、１名は個人番号を入力した。
エ．保護者全員が個人番号を入力した。
オ．個人番号を紙で提出した。

Ｑ２
R5年7月～R6年6月の期間中、保護者情報の変更はありますか？
（例）離婚・死別により保護者人数が減がとなった場合。
（例）保護者が再婚し、再婚相手と生徒が養子縁組をした場合。
※養子縁組をしていない場合は、保護者はそのまま１人と
なり、変更は不要。

Ａ１★オンラインでの手続きは不要です★

●学校にて一括で処理するため、生徒・保護者がオンラインで届出処理を
行う必要はありません。
●紙書類の提出も不要です。

Ａ３★オンライン手続きが必要です★
R6.7.1(月)～R6.7.19(金)の期間内に、e-Shienにログイン（※）し、手続きを行ってください。

●個人番号入力の保護者については、Ａ１と同様。
●マイナポータルを利用した保護者については、開邦高校HP掲載「高等学校等就学支援金オンライン
申請システムe-Shien申請者向け利用マニュアル③継続届出編」のp3「収入状況届出の流れ」を参考に
オンライン手続きを行ってください。
●保護者の変動（離婚・死別・養子縁組）がる場合や、収入状況提出方法をくマイナンバー入力に変
更したい場合は、「継続意向登録画面」の「保護者等情報の変更について」で「①あります」を選択
→「継続意向確認入力内容確認」で「本内容で登録する」→「続けて保護者等情報変更届出を行う」
に進んでください。その後は「マニュアル④変更手続編p5」以降をご参照ください。

Ａ４★オンライン手続きが必要です★
R6.7.1(月)～R6.7.19(金)の期間内に、e-Shienにログイン（※）し、手続きを行ってください。

●開邦高校ＨＰ掲載「高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shien申請者向け利用マニュア
ル④変更手続編p3」の「1.保護者変更・支給再開の流れ」の「保護者等情報変更の届出」を参考にオ
ンライン手続きを行ってください。
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Ａ２★オンライン手続きが必要です★
R6.7.1(月)～R6.7.19(金)の期間内に、e-Shienにログイン（※）し、手続きを行ってください。

●開邦高校HP掲載「高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shien申請者向け利用マニュアル
③継続届出編」のp3「収入状況届出の流れ」を参考にオンライン手続きを行ってください。
●収入状況提出方法を引続き課税証明書で提出したい場合は、令和６年度課税証明書を事務室へ提出
すること。
●保護者の変動（離婚・死別・養子縁組）がる場合や、収入状況提出方法をくマイナンバー入力に変
更したい場合は、「継続意向登録画面」の「保護者等情報の変更について」で「①あります」を選択
→「継続意向確認入力内容確認」で「本内容で登録する」→「続けて保護者等情報変更届出を行う」
に進んでください。その後は「マニュアル④変更手続編p5」以降をご参照ください。


